
改訂後全文 

Ａ  従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務 
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するＱ＆Ａ 

 

（※）新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和４年８月９日以降

に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷

病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。 

・ 傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの

当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付す

ること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給

する扱いとすること。 

・ Ｑ４、Ｑ５、Ｑ11、Ｑ14 及びＱ15 にかかわらず、医療機関への受診を行わず、

医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載するこ

とは不要であること。 

 

Ｑ１ 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服す

ることができない場合、傷病手当金は支給されるのか。 

Ａ 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染してい

る場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服すること

ができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができ

ない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の１に相当する額の３

分の２に相当する金額（※）を、傷病手当金として支給することとなる。 

 （※）被保険者期間が 12 ヶ月に満たない者については、①当該被保険者の被保険

者期間における標準報酬月額の平均額、又は②当該被保険者の属する保険者の

標準報酬月額の平均額、のいずれか低い額が算定の基礎となる。 

 

Ｑ２ 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」

と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給され

るのか。 

Ａ 傷病手当金の支給対象となりうる。 

 

Ｑ３ 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため

労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。 

Ａ 傷病手当金の支給対象となりうる。 

 

Ｑ４ 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間につい

ては、労務に服することができなかった期間に該当するのか。 



2 

不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間について

も労務不能期間となり得ることとしている。 

今般の新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安としては、当初、 

・ 風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている（解熱剤を飲み続けな

ければならないときを含む。） 

・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

 ※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合 

のいずれかに該当することが示されていた。 

今般、当該相談・受診の目安が見直され、 

・ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれ

かがある場合 

・ 重症化しやすい方（※）で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（ＣＯＰＤ等）等の基礎疾患がある方

や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

・ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

のいずれかに該当する場合に「帰国者・接触者相談センター」等に相談する旨が示

されている（なお、これらに該当しない場合の相談も可能とされている。）。 

このように、相談・受診の目安として、引き続き、一定の症状の継続が含まれて

いることから、発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症に罹患している

ことが疑われるため被保険者が自宅療養を行っていた期間は、療養のため労務に服

することができなかった期間に該当することとなる。 

なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付

できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期

間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等

により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いと

する。 

 

Ｑ５ 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して４日目以

降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日に

は医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病

状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されるのか。支給される場合、

医師の意見書を添付することができないが、何をもって労務不能な期間を判断す

るのか。 

Ａ 傷病手当金の支給対象となりうる。 

本問のように、医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付でき

ない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、

被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等に

より、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとす
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る。 

 

Ｑ６ 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して４日目に

医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患している

ために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されるのか。 

Ａ 傷病手当金の支給対象となりうる。 

 

Ｑ７ 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、

事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ

れるのか。 

Ａ 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、

被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険

者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。 

  なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでい

ただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、

労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の 100 分の 60 以

上）を支払わなければならないとされている。 

 

Ｑ８ 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由に

おいて、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。 

Ａ 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、

被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険

者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。 

 

Ｑ９ 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患

後症状（いわゆる後遺症）の療養のため、労務に服することができない場合、傷

病手当金は支給されるのか。 

Ａ 傷病手当金の支給対象となりうる。 

 

Ｑ10 被保険者は検査を実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状にな

った場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染

症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができな

い場合、傷病手当金は支給されるのか。 

Ａ 傷病手当金の支給対象となりうる。 

 

Ｑ11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等

が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。 
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Ａ 健康保険法施行規則（大正 15 年内務省令第 36 号）第 84 条第２項では、傷病手

当金の支給申請書には医師等の意見書及び事業主の証明書を添付しなければなら

ないこととされているが、「宿泊・自宅療養証明書」については添付を求められて

いない。 

  また、「宿泊・自宅療養証明書」については、医療従事者や保健所等の方々の事

務負担を考慮して内容を簡素化する等の対応を行っている中で、保険者において一

律に当該証明書を求めることは適切ではない。 

 なお、保険者の判断により、何らかの証明書を求める場合には、例えば、My HER-

SYS（※１）により電磁的に発行された証明書の活用を認める等の対応が考えられ

る（※２）。 

（※１） 厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理

支援システム」。陽性者等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健

康状態を入力できる。 

（※２） 生命保険協会及び日本損害保険協会では、医療従事者や保健所等の方々の

事務負担を考慮し、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除

基準に準じた期間（例：無症状であれば７日間、有症状であれば 10 日間）の

範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行

い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取扱いを行って

いる。 

  なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付

できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期

間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等

により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いと

する。 

 

Ｑ12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」（「宿泊療

養又は自宅療養を証明する書類について」（令和２年５月 15 日付け（令和４年

４月 27 日一部改正）厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連

絡）別添様式。以下「「宿泊・自宅療養証明書」」という。）が提出された場合

に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。 

Ａ 健康保険法施行規則第 84 条第２項第１号及び第３項では、傷病手当金の支給申

請書には以下事項に関する医師又は歯科医師（以下「医師等」という。）の意見書

を添付しなければならないこととされている。 

 ・ 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日 

 ・ 原因 

 ・ 主症状 

 ・ 経過の概要 

 ・ 労務に服することができなかった期間 
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 ・ 当該証明書を証する医師等による診断年月日及び氏名 

 

このため、自治体や保健所等の担当者ではなく、診療を実施した医師等が証明し

た「宿泊・自宅療養証明書」については、上記要件を満たす場合に限り、医師の意

見書として取り扱って差し支えない。 

なお、「宿泊・自宅療養証明書」の取扱いについては、Ｑ11 も参照すること。 

 

Ｑ13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染

拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができな

い場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。 

Ａ 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、

被保険者が労務に服することができないときに給付されるものである。したがって、

治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられた

場合は、被保険者が疾病、負傷等の療養による労務不能と認められないため、傷病

手当金は支給されない。 

  なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者を休ませる

措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働

基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の 100 分の 60 以上）

を支払わなければならないとされている。 

 

Ｑ14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に

感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。 

Ａ 傷病手当金の待期期間の始期は、被保険者が療養のため労務に服することができ

なくなった日とされており、医師の意見書等の内容を踏まえて判断される。 

  また、従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前

に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間に

ついても労務不能期間となり得ることとしている。 

なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付

できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期

間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等

により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いと

する。 

 

Ｑ15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合

は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。 

Ａ やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できな

い場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被

保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等によ
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り、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。 

 


